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表紙

「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」、「連結注
記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第14条の規
定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には
記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株
主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を
一律でお送りいたします。

第109回定時株主総会招集ご通知に際しての
電子提供措置事項

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
連 結 注 記 表
個 別 注 記 表

（2022年1月１日から2022年12月31日まで）
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業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
１．業務の適正を確保するための体制

　当社は、キッツグループの企業理念の実現に向けて、グループの経営基盤を健全かつ強固なものに
するため、以下の「内部統制基本方針」を定め、リスクマネジメント及びコンプライアンスの推進及
び事業活動に関するすべての業務を適切に評価・対応する体制の構築並びに財務報告（決算書）の虚
偽表示の防止体制の整備・運用に取り組んでいます。

内部統制基本方針

　　当社は、当社及びその子会社からなる企業集団（以下「グループ」という。）の企業理念である
「キッツ宣言」の実現に向けて、グループの経営基盤を健全かつ強固なものにするため、会社法及び
会社法施行規則に基づき内部統制システム（取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務
の適正を確保するために必要なものとして定める体制）を以下の通り構築し運用します。

１．当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制

（１）当社及び子会社の取締役・使用人は、法令及び定款並びに「キッツ宣言」、「長期経営ビジ
ョン」、「行動指針」、「サステナビリティ基本方針」、「コーポレート・ガバナンス基本
方針」、「コンプライアンス行動規範」及び当社または子会社の取締役会が定めるその他の
方針等に基づき、その実践と遵守を徹底する。

（２）取締役会は、定期的に業務執行取締役及び執行役員から業務執行状況について報告を受け、
各取締役の職務の執行を監督する。

（３）監査役は、取締役の職務の執行に対し、監査役会規程及び監査役監査基準に基づく監査役監
査を実施する。

（４）グループを横断するコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握・対処、クライシスへの
対応並びにリスクマネジメントを管轄する機関として、社長を委員長とするＣ＆Ｃ管理委員
会を設置し、グループ全体の遵守を推進する。

（５）グループにおいて、法令またはコンプライアンス行動規範への違反が生じた場合、あるいは
疑われる行為を認識した場合、通報、報告及び提言ができるグループを横断する内部通報制
度を設け、その受付窓口として、コンプライアンス・ヘルプラインを当社及び各子会社並び
に弁護士事務所内に設置する。
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（６）当社及び子会社の取締役・使用人に「コンプライアンスガイドブック」を配布し、コンプラ
イアンスの啓蒙・教育を行うとともに、コンプライアンス・ヘルプラインについて周知す
る。

（７）グループにおいて、反社会的勢力との関係を排除し、いかなる脅迫にも屈せず、どのような
要求であっても拒否し、毅然とした姿勢で反社会的勢力に対応する。

２．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（１）取締役の職務の執行に係る重要な文書等（電磁的記録を含む）の情報を法令及び社内規程に

従い適切に保存し管理する。
（２）上記の文書等の情報は、取締役及び監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

３．当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）グループの業務執行におけるリスクマネジメントを推進するため、グループリスクマネジメ

ント担当役員を設置する。
（２）グループの業務執行におけるリスクは、C＆Ｃ管理委員会が策定するリスク管理の方針及び

評価基準に基づいて、経営会議においてリスクの抽出、分析、評価及び対策の検討・実施を
行い、重大リスク事項の特定及び対策実施の方針については取締役会が決定する。

（３）グループに予想される天災等による事業中断に係る危機に備えるため、事業継続計画
（BCP）を整備し運用する。

（４）グループの業務執行に係る様々なリスクの管理体制を構築し、子会社から当社への承認申請
事項・報告事項等について定めたグループ会社規程により子会社のリスク情報を管理するほ
か、内部監査室による内部監査の実施等により、グループ一体としての損失に係る危機管理
を推進する。

（５）グループの業務執行に係るリスクを評価するため、内部統制、クライシス対応、リスクマネ
ジメント、コンプライアンス、品質保証、環境、安全衛生、安全保障貿易、投融資、情報セ
キュリティ、個人情報保護、CI（コーポレート・アイデンティティ）及びサステナビリティ
推進などに関する各種委員会組織を設置・運用することにより、必要な対応を執る。
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４．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）取締役の員数の適正化を図るとともに、執行役員制度を導入することにより、取締役会の迅

速な意思決定、監督機能強化及び業務執行における責任の明確化を図る。
（２）豊富な経験と公正な見識を有する独立社外取締役を登用し、取締役会における経営上の決定

事項につき適正性・妥当性を高める。
（３）当社及び子会社の取締役会における意思決定は、取締役会規程及び稟議決裁規程に基づいて

行う。
（４）職務権限規程、稟議決裁規程及びグループ会社規程等により、取締役会からの権限委譲の範

囲を定め、迅速かつ効率的な業務執行を図る。
（５）グループの事業活動に関し、経営基本方針、中期経営方針及び年度事業計画等を策定し、取

締役会において決定する。
（６）経営会議において、取締役会が決定した経営方針及び経営計画に関する進捗の確認・調整を

行うとともに、経営及び業務執行に関する重要な事項について協議し決定する。
（７）コーポレートガバナンス・コードの各原則を実現するための対応方針を定め、企業統治の充

実を図るとともに、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う。
（８）取締役会が適正かつ効率的に機能しているかを定期的に検証し、その結果を踏まえて適切な

措置を講ずる。

５．グループにおける業務の適正を確保するための体制
（１）グループの業務の適正と効率性を確保するため、規程類を制定・整備するとともに、経営目

標の達成状況を適時に把握・活用するために情報システムの構築・整備を進める。
（２）グループにおける会社間の取引は、法令及び会計原則その他の社会規範に照らし、公正・妥

当なものとする。
（３）グループ会社規程に基づき、当社において、各子会社を所管する組織を定め、子会社の取締

役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制、損失の危険の管理に関する体
制、職務の執行が効率的に行われる体制及び法令や定款に適合することを確保する体制を構
築するなど、グループにおける業務の適正を図る。

（４）代表取締役、業務執行取締役及び執行役員は、それぞれの職務分掌に従い、子会社が、適切
な内部統制システムを整備し、運用するよう指導する。また、子会社の代表取締役及び取締
役に対し、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を求め、指導する。

（５）当社における子会社の所管部門等は、所管する子会社の取締役を兼ねるほか、経営の監視及
び監督を行うとともに、グループ会社規程に基づき、子会社の業務の執行に係る重要事項に
ついて事前承認を行う。
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（６）コーポレートスタッフ部門は、その機能別に子会社に対し必要に応じた指導を行い、効率的
かつ適正業務の遂行を支援する。

（７）内部監査室を設置し、当社及び子会社の内部監査を実施し、各社の業務全般にわたる内部統
制の有効性、妥当性を確保する。

（８）内部監査室は、業務監査の計画、その実施状況及び結果について、重要度に応じて、当社の  
代表取締役、各子会社を所管する取締役・執行役員及び当社の監査役並びに子会社の代表取
締役に報告する。また、取締役会に陪席し、内部監査の状況を必要に応じて直接報告する。

（９）財務報告の信頼性を確保するため、グループ全社の内部統制の状況及び業務プロセスについ
て、内部統制委員会の方針に基づき評価、改善及び文書化を行い、取締役会はこれらの活動
を定期的に確認する。

(10)  常勤監査役は、監査役設置会社である子会社の監査役を兼務することにより、子会社の経営
状況の監視・検証を実効的かつ適切に行うとともに、グループ全体の連結経営状況を把握で
きるよう、会計監査人及び内部監査室と緊密に連携する。

(11)  取締役及び子会社の取締役は、監査役が出席または陪席する取締役会、経営会議及びその他
の重要会議等において、その担当する業務の執行状況について監査役に報告する。

６．子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
（１）グループ会社規程をすべての子会社に適用し、取締役会及び経営会議の決裁・報告の基準に

基づき、子会社が当社に対し、経営上の重要事項に関し、事前承認を求めること並びに取締
役会及び経営会議へ報告することを義務付ける。

（２）当社における子会社の所管部門の取締役及び執行役員は、職務の執行に係る重要事項につい
て、所管する子会社の取締役その他使用人から適宜報告を受ける。

７．当社の監査役を補助すべき使用人の配置に関する事項
（１）監査役会及び監査役の職務を補助する組織として、監査役会直属の監査役室を設置する。
（２）監査役室に、前号の職務を遂行するに足る能力を有する使用人（以下「監査役室員」とい

う。）を配置する。
（３）監査役室は、監査役の指示に従いその職務を行うほか、監査役会の事務局業務を遂行する。
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８．前項の監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保
に関する事項

（１）監査役室員は専任とし、取締役からの独立性を保持し、他の業務執行の役職を兼務しない。
但し、子会社の監査役を兼ねることができる。

（２）監査役室員の任命及び異動等の人事に関する事項については事前に監査役会の同意を得る。
（３）監査役室員の人事考課は、監査役会規程に従い、監査役会が行う。

９．当社及び子会社の取締役・使用人が当社の監査役に報告するための体制、その他の監査役への報
告に関する体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制

（１）当社の取締役及び子会社の取締役・監査役は、法令または定款に違反する行為その他会社の
経営または業績に重大な影響を与える行為・事項・事象については、把握次第速やかに、当
社の監査役に対し報告を行う。

（２）当社の取締役及び子会社の取締役・監査役は、当社の監査役が業務の執行状況及び財産の状
況その他の事項について報告を求めた場合は適確に対応する。当社及び子会社の使用人につ
いても同様とする。

（３）前各号の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないよ
う必要な措置を講ずる。

（４）内部監査室は、監査役との連携を図り、監査の結果及び監査の過程で得た重要な内部情報を
適時に監査役に報告するとともに、監査役の求めに応じ監査情報を提供する。

（５）Ｃ＆Ｃ管理委員会は、グループにおけるコンプライアンス・ヘルプライン等への内部通報の
内容及びその対応の状況について、監査役と情報共有する。

10．監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
（１）監査役会及び監査役の職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上す

る。但し、緊急または臨時に支出した費用については、事後に償還に応じる。
（２）監査役及び監査役会の職務の執行上で利用した弁護士等の専門家への報酬その他の費用は、

前払いのものを含め、当社が負担する。
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11．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（１）監査役会は、定期的に代表取締役との間で意見交換会を開催するほか、業務執行取締役及び
　　  執行役員と経営上の課題について情報や意見を交換する機会を設ける。
（２）監査役会は、会計監査人、監査役及び内部監査室と定期的に「三様監査会合」を開催し、監
　　  査状況等の報告を受け、情報及び意見の交換を行い、緊密な連携を図る。
（３）監査役会は、会計監査人、監査役、独立社外取締役及び内部監査室との四者で構成する「四
　　  様監査・監督会合」を定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換及び認識の
　　  共有を図り、監査役の監査機能と独立役員の監督機能の向上に努める。
（４）常勤監査役は、監査役制度のある子会社の監査役を兼務し、経営状況の把握に努めるほか、
　　  必要に応じて当社及び子会社の重要会議に出席し、意見を述べることができる。
（５）監査役及び監査役会は、監査の実施にあたり、必要と認める場合は、弁護士、公認会計士そ
　　  の他の専門家を活用できる。
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２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
（１）内部統制システム関係全般について

　当社は、グループの経営基盤を健全かつ強固なものにするため、会社法に基づく内部統制システ
ムを構築するとともに、金融商品取引法に基づく内部統制システムを構築しています。
　リスク管理、法令等の遵守、業務の適正化及び適正な財務報告など、会社法における内部統制シ
ステムの主要事項を踏まえ、リスクマネジメント及びコンプライアンスの推進、事業活動に関する
すべての業務を適切に評価・対応する体制の構築及び財務報告（決算書）の虚偽表示の防止体制の
整備・運用に取り組んでいます。また、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に
関する法令等の遵守及び資産の保全など、金融商品取引法における主要事項を踏まえ、企業会計審
議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制及
び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準
拠して財務報告に係る内部統制を行うとともに、監査役会、会計監査人及び内部監査室が緊密な連
携を図り、全社的な内部統制の有効性に関する評価を行っています。
　内部監査については、内部監査室が当社及びグループ会社を対象とする業務監査及び内部統制監
査を実施しており、内部統制の機能について監査及び確認を行い、全社的な内部統制の状況及び業
務プロセスの適正性をモニタリングしています。監査等の結果は、取締役社長、監査役及び関係部
門に伝達され、是正に向けたフォローがなされ、内部統制委員会において精査するとともに、定期
的に取締役会に報告しています。
　また、各組織の業務は、職務権限規程及び稟議決裁規程に基づいて行っており、当社及びグルー
プ会社の取締役会の意思決定は、取締役会規程及びグループ会社規程に基づいて行っています。加
えて、クライシス対応、コンプライアンス、リスクマネジメント、内部統制、サステナビリティ推
進、品質保証、情報セキュリティ、個人情報保護、環境、安全衛生、投融資、安全保障貿易、
AEO貿易及びCIなどに関する各種委員会組織を設置・運用することにより、グループ経営の適切
な意思決定に係る重要事項について審議・評価しています。
　なお、第109期は、主に次の取り組みを行いました。
イ．グループの内部統制を有効に機能させるために、グループを統制する各種の基本方針及び管

理規程に基づき、内部監査室を通じてグループの内部統制の強化・推進に取り組みました。
ロ．内部統制委員会及びグループ会社内部統制連絡会を定例で開催し、当社及び子会社の内部統

制システム運用状況の確認及び今後の取組計画について審議しました。
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（２）コーポレート・ガバナンス関係全般について
①　機関設計
　当社は、企業統治の機関設計として、監査役会設置会社の形態を採用しており、取締役会に経営
に関する重要事項の意思決定と業務執行の監督に関する権限及び責任を集中させ、これに監査役
会・監査役が独立した客観的な立場から取締役会に対する実効性の高い監視を行っています。

②　取締役会・取締役
　取締役会・取締役は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期
的な企業価値の最大化を図る使命を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正
性・透明性を確保するほか、経営の重要な諸課題について闊達な議論を行うとともに、経営戦略や
中期経営計画、年度経営計画及び経営の基本方針等の決定並びに法令、定款または取締役会規程に
定める重要な事項について審議し、経営の意思決定を行っています。
　なお、第109期は、主に次の取り組みを行いました。
イ．取締役会を15回開催し、取締役会規程の付議基準に基づき、経営上の重要事項の決定を行っ

たほか、当社及び連結子会社について業務執行の報告を行いました。また、コンプライアン
ス、リスクマネジメント、内部統制、サステナビリティ推進、品質保証、情報セキュリティ
及び投融資等の重要事項について報告を行いました。

ロ．取締役会の議案審議・業務執行報告に際し、取締役会の議論を尽くすために十分な審議時間
を確保しました。また、社外取締役４名及び監査役５名（社外監査役３名を含む）が、必要
な意見の陳述あるいは指摘・助言を行うなど、経営上の課題について闊達な議論を行いまし
た。

ハ．「KITZグループ長期経営ビジョン」及び「第１期中期経営計画2024」を取締役会で決議
し、公表しました。

ニ．気候変動に関する取り組みについて公表しました。
ホ．当社グループの事業及び経営環境に関する理解促進を図るため、社外役員を含む取締役・監

査役に対してグループ会社社長会やグループ技術交流会等に参加する機会を設けるほか、当
社及びグループ会社事業所の視察を実施しました。
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へ．取締役会全体の実効性の確保を図るため、2022年２月に取締役及び監査役の全員を対象とす
る「取締役会の実効性に関する評価」（アンケート）を実施し、取締役会において分析・評
価を行いました。その評価結果の概要はコーポレート・ガバナンス報告書において開示して
おります。なお、評価結果においては取締役会が効率的かつ適確に運営されているとの評価
を確認しました。一方、サステナビリティに関する取り組み及び非財務情報開示の推進、中
期経営計画の進捗状況、人財育成、事業継続リスクへの対応などについて建設的な意見や提
案が寄せられました。今後、これらを課題とする議論を重ね、さらなる実効性の確保に取り
組む方針です。

ト．指名委員会は、役員選解任方針に基づき、取締役、監査役及び執行役員の各候補者の指名に
ついて審議し、取締役会へ答申しました。

チ．報酬委員会は、取締役及び執行役員の報酬について審議し、取締役会へ答申しました。ま
た、取締役に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとと
もに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに取締役
（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬
制度の導入をしました。

リ．内部監査室は、内部監査規程に基づき、監査役及び会計監査人との連携を図り、財務報告に
係る内部統制監査及び業務監査を行いました。また、財務報告の信頼性を確保するため、当
社をはじめ、事業規模に応じて子会社の内部統制の整備及び運用状況の評価を行い、会計監
査人による内部統制監査を受けました。

ヌ．株主・投資家等のステークホルダーに対して、適時・適切な情報開示を行うとともに、機関
投資家及びアナリストを対象として四半期ごとに決算説明会を開催したほか、個人投資家向
けIRイベントに参加しました。

ル．各子会社を統括する取締役及び執行役員が子会社の取締役または監査役を兼任し、子会社の
取締役会に出席するとともに、取締役の業務の執行について監督・監視を行いました。

ヲ．取締役会の記録及びその他稟議書等については、文書管理の社内規程に基づき、適切に保
存・管理を行いました。

③　監査役会・監査役
 　監査役会・監査役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える企業統治体制 
を確立するために株主の負託を受けた独立の機関として、取締役の職務執行に係る業務監査・適法 
性監査及び会計監査人による計算書類等の監査方法と結果の相当性の判断を行っています。また、 
取締役会における業務執行取締役の報告義務の履行状況と社外取締役を中心とした取締役相互の経 
営監督機能の実効性の監視に加え、意思決定プロセス及び決定内容の適法性・妥当性について検証 
するなど、内部統制システムの整備・運用状況を確認しています。
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　なお、第109期は、主に次の取り組みを行いました。
イ．第109期は15回の監査役会を開催しました。
ロ．常勤監査役は、茅野工場内に設置した監査役室分室を活用し、工場及び周辺のグループ会社

の監査を効率的に行いました。また、企業集団の内部統制の監視・検証のため、国内及び中
国・台湾のグループ会社の監査役を兼任し、各グループ会社の取締役会等において取締役の
職務の執行等を監査し、必要に応じて意見を述べました。

ハ．監査役室は、監査に資する情報を監査役会に提供するとともに、会計監査人等との連携を図
りながら監査補助業務を遂行し、監査役監査の実効性の向上に努めました。

ニ．監査役会は、三様監査会合を４回開催し、会計監査人及び内部監査室との連携を図るととも
に、各監査の実効性及び効率性の向上を図りました。また、社外取締役を交えた四様監査・
監督会合を２回開催し、監査機能と監督機能の連携を図りました。さらに、代表取締役との
意見交換会を４回行い、代表取締役に対して必要に応じて意見を述べました。

（３）コンプライアンス関係全般について
　当社は、コンプライアンス経営を行うことは企業が持続的に発展するための基本かつ必須の条件
であると認識しており、キッツグループ企業理念体系の「行動指針」の最上位に「Do it True（誠
実・真実）」を掲げています。これを実現するため、当社及びグループ各社は、それぞれに社長を
委員長とする「Ｃ＆Ｃ（クライシス＆コンプライアンス）管理委員会」（以下「Ｃ＆Ｃ管理委員
会」という。）を設置し、クライシス対応及びリスクマネジメントの推進並びにコンプライアンス
推進プログラムの整備・運用、コンプライアンス教育の実施及び内部通報制度の運用など、コンプ
ライアンス経営の推進に係る様々な取り組みを主導しています。
　なお、第109期は、主に次の取り組みを行いました。
イ．Ｃ＆Ｃ管理委員会において、当社グループに係属する訴訟・紛争及び内部通報に関する事項

その他事業上のリスク等について審議し、基本方針の策定及び施策の実施を行いました。
ロ．当社の取締役、執行役員及び社員並びに子会社の取締役及び社員各々の行動と企業活動の指

針である、キッツグループ企業理念体系及びコンプライアンス行動規範の下、代表取締役社
長自らが率先垂範してこれらを実行し、法令及び企業倫理の遵守についてその徹底を図りま
した。
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ハ．コンプライアンス経営に関するグループトップ（当社の社長）の考え、コンプライアンス経
営の重要性、コンプライアンス経営の推進体制、コンプライアンス行動規範及び内部通報制
度についてプログラム化した「コンプライアンス・ガイドブック」を改定し、人権・労働・
環境・腐敗防止等の社会課題に関する記載を拡充させました。また、キッツグループが拠点
を有する各国の言語（日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語・タイ語・ドイツ
語・スペイン語・ポルトガル語）に翻訳のうえ、当社の取締役、執行役員及び社員並びに国
内外の全グループ会社の取締役及び社員に配布し、周知徹底を図るとともに、日本語版及び
英語版については、当社ウェブサイト上で公開しました。

ニ．当社の取締役、執行役員及び社員並びに子会社の取締役及び社員を対象として、法務部及び
内部監査室等の各部門の企画により、キッツグループ企業理念体系、内部統制、コンプライ
アンス、法令、契約、知的財産、安全保障貿易管理及び情報セキュリティ等の社内研修をオ
ンライン及びeラーニングの方法により実施し、コンプライアンス経営に対する意識の高揚と
知識の向上を図りました。
また、第108期に引き続き、子会社の役員、管理職者及び社員を対象とするハラスメント研
修を実施しました。

ホ．当社及びグループ各社の役員及び社員が法令・コンプライアンス違反行為を発見した場合、
それらに関する情報を通報及び相談できる窓口として設置している「コンプライアンス・ヘ
ルプライン」及びその利用方法をグループ社員へ周知する取り組みを行いました。
また、「コンプライアンス・ヘルプライン」で受け付けた通報及び関連する情報について、
Ｃ＆Ｃ管理委員会が通報者の秘密を厳格に保持しながら、迅速に調査を行い、適時・適切な
是正措置を講じました。

（４）リスク管理関連全般について
　当社は、当社及びグループ会社の企業経営に重大な影響を及ぼす可能性がある様々なリスクをコ
ントロールするため、取締役会の監督のもと、社長を委員長とするＣ＆Ｃ管理委員会において決定
した基本方針に基づき、同委員会の委員を兼務するリスクマネジメント担当執行役員が、キッツ及
びグループ各社のリスクマネジメントを推進しています。
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　推進方法としては、Ｃ＆Ｃ管理委員会が策定したリスク評価に関する基本方針及び評価基準に基
づき、事業活動にかかる想定リスク（全128項目）について「リスクの発生頻度」と「経営に与え
る影響度」の２軸からリスクの重要性を定量的に判定し、主要リスク及び重要リスクの特定を行っ
ています。具体的には、リスクの「発生頻度の判定基準」及び「影響度の判定基準」（人的損害、
物的損害、賠償責任、利益損害、信用失墜及び環境被害の項目で構成）の評価項目ごとに点数評価
し、４象限のリスクマップにおいて、「高損害・高頻度」、「低損害・高頻度」、「高損害・低頻
度」及び「低損害・低頻度」のいずれかのゾーンの判定を行います。
　リスクマネジメントの実施については、各組織単位で実施するリスク評価の結果を踏まえ、経営
会議において「主要リスク」及び主要リスクの中でも特に経営に重大な影響を与える可能性が高い
「重要リスク」を特定し、各リスクの重要度から回避、移転、低減または保有のいずれかの対策方
針を選択し、各執行役員及びグループ会社社長を責任者として、必要な対策を立案し実施していま
す。
　なお、特定された主要リスク及び重要リスク並びに立案された対策については、内部監査室長に
共有され、内部監査室が業務監査等において対策の進捗及び結果を確認するなど、独立した立場か
ら、運用状況の評価を行っています。また、取締役会は、経営会議において特定された重要リスク
及び立案された対策並びに内部監査室における評価結果などの報告を踏まえ、必要な審議を行うと
ともに対策実施の最終的結果を確認するなど、グループにおけるリスクマネジメントについての最
終的な決定及び監督を行っています。さらに、内部監査室がグループ各社の重要なリスクに関する
監査を実施し、内包されるリスクの明確化とリスクの回避及び軽減を図るための業務改善及び法令
遵守体制の構築支援を行っています。
　第109期は、主に次の取り組みを行いました。
イ．事業部門ごとに抽出したリスクの分析・評価・対策立案の結果を踏まえ、経営会議及び取締

役会において、その進捗について報告を行うとともに、今後の進め方について方針及び施策
の策定を行いました。

ロ．内部統制、クライシス対応、コンプライアンス、リスクマネジメント、サステナビリティ推
進、品質保証、情報セキュリティ、個人情報保護、環境、安全衛生、投融資、安全保障貿
易、及びＣＩなどに関する各種委員会組織を設置・運用することにより、グループ経営の適
切かつ適法な意思決定にかかる重要事項について、評価・牽制・改善その他必要な統制を行
いました。

－ 12 －



2023/03/01 13:07:21 / 22941054_株式会社キッツ_招集通知

連結注記表

連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　　　34社
KITZ CORP. OF AMERICA、Metalúrgica Golden Art's Ltda.、KITZ CORP. OF EUROPE, S.A.、Perrin 
GmbH、KITZ (THAILAND) LTD.、台湾北澤股份有限公司、北澤精密機械(昆山)有限公司、北澤閥門(昆山)有限公
司、連雲港北澤精密閥門有限公司、北澤半導体閥門(昆山)有限公司、上海開滋国際貿易有限公司、KITZ CORP. OF 
ASIA PACIFIC PTE. LTD.、Cephas Pipelines Corp.、東洋バルヴ㈱、㈱清水合金製作所、㈱キッツエスシーティ
ー、㈱キッツマイクロフィルター、㈱キッツメタルワークス、㈱ホテル紅や　他15社
（注）１．三吉バルブ㈱については、2022年１月１日付で当社を存続会社、三吉バルブ㈱を消滅会社とする吸収合

併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
２．Perrin GmbHについては、2022年１月１日付でKITZ Europe GmbHを存続会社、Perrin GmbHを消

滅会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。なお存続会社である
KITZ Europe GmbHは商号をPerrin GmbHに変更しております。

３．上海開滋国際貿易有限公司は2023年１月29日付で、開滋流体控制(上海)有限公司に商号を変更してお
ります。

(2) 持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない関連会社（Unimech Group Berhad）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と
しても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、MICRO PNEUMATICS PRIVATE LIMITEDの決算日は、３月31日であります。連結計算書類の
作成に当たっては、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。

(4) 会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
関連会社株式 移動平均法に基づく原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法

デリバティブ 時価法
棚卸資産

製品及び仕掛品 総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）
但し、仕掛品の一部につき移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
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原材料 移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
より算定）
なお、一部の連結子会社は、最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法により算定）を採用しております。

貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は、主として定率法（但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
なお、一部の連結子会社は定額法を採用しております。

無形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は、定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており
ます。

リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③　繰延資産の処理方法
社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。
④　重要な引当金の計上基準

貸倒引当金
金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金
従業員賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当連結会計年度に帰属する金額を計上しております。

役員賞与引当金
当社及び一部の連結子会社は、役員賞与の支給に備えて、事業年度の業績に基づき、支給見込額を計上しており
ます。

役員退職慰労引当金
一部の連結子会社は、役員退職慰労金の支給に備えて、それぞれの役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を
計上しております。

役員株式給付引当金
当社は、株式交付規程に基づく取締役及び執行役員に対する将来の当社株式の交付に備えるために、当連結会計
年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。
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⑤　重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社は、主にバルブの製造・販売及び伸銅品の製造・販売を主な事業としております。
これらの製品等の販売については、製品等を顧客に引き渡すことを履行義務として識別しており、製品等の引き渡し
時点で顧客が当該製品等に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、顧客に製品等を引
き渡した時点で収益を認識しております。なお、国内販売については、出荷時から製品等の支配が顧客に移転される
時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売については、主にイ
ンコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
販売した製品に係るメンテナンス業務や工事契約など、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義
務の充足に応じて収益を認識しております。

⑥　重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、借入金の金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場
合は特例処理を、通貨スワップ取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を行っておりま
す。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段：為替予約取引、金利スワップ取引、通貨スワップ取引
ヘッジ対象：外貨建債権債務、外貨建借入金、借入金利息

ハ．ヘッジ方針
為替予約取引については、外国為替変動リスクをヘッジする目的で実需の範囲内で実施しております。金利スワッ
プ取引は、借入金の金利上昇リスクのヘッジを目的とし、通貨スワップ取引は外貨建長期借入金の外国為替変動リ
スクをヘッジする目的で、いずれも実需に伴う取引に限定し実施しております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変
動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。但し、ヘッジ手段とヘッジ対象に関す
る重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に
相殺するものと想定することができる場合には、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であることを
確認することにより有効性の判定に代えております。

⑦　のれんの償却に関する事項
のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間（５年から10年）にわたり均等償却し
ております。
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⑧　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額
法により費用処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の
包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

・小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を
退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

ロ．連結納税制度の適用
2003年３月期から連結納税制度を適用しております。

ハ．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとな
ります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第８号)において創設されたグループ通算制度
への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税
制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号  2020年３月
31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号  2018
年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づ
いております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果
会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱
い」（実務対応報告第42号  2021年８月12日）を適用する予定であります。
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２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当
連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に
受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98
項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移
転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。

(1）顧客に支払われる対価に係る収益認識
　従来、売上原価、販売費及び一般管理費として計上していた費用の一部及び営業外費用として計上していた売上割引に
ついて、顧客に支払われる対価として売上高から控除する方法に変更しております。

(2）代理人取引に係る収益認識
　顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は主に顧客から受け取る対価の総
額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に
変更しております。

(3）工事契約に係る収益認識
　従来、工事完成基準を適用しておりましたが、一定期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充
足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。
　履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）で算出しており
ます。期間がごく短い工事契約については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益
を認識しております。

(4）有償支給取引に係る収益認識
　従来、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給
品の消滅を認識しない方法に変更しております。
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　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当
連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金
に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用
し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計
方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の
期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、そ
の累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
　また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計
年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。
　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、受取手形、売掛金及び
契約資産は13百万円増加し、商品及び製品は64百万円増加し、仕掛品は８百万円減少し、原材料及び貯蔵品は136百万円
増加し、流動負債のその他は205百万円増加しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は1,025百万円
減少し、売上原価は408百万円減少し、販売費及び一般管理費は311百万円減少し、営業利益は305百万円減少し、経常
利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ０百万円増加しております。
　当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の当
期首残高は３百万円減少しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　
2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来
にわたって適用することといたしました。これによる連結計算書類に与える影響はありません。
　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととい
たしました。

３．表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書）
　前連結会計年度において、区分掲記しておりました営業外収益の「保険収入」（当連結会計年度は、129百万円）は、
金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より営業外収益の「雑益」に含めて表示しております。

　前連結会計年度において、区分掲記しておりました営業外費用の「デリバティブ評価損」（当連結会計年度は、20百万
円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より営業外費用の「雑損失」に含めて表示しております。
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減損損失 －百万円
有形固定資産 45,200百万円
無形固定資産 3,164百万円

資産又は資産グループ 当連結会計年度末

Cephas Pipelines Corp.　　　有形固定資産 782百万円
無形固定資産 47百万円

４．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当連結会計年度
の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼす
リスクがある項目は以下の通りです。

（固定資産の減損）
(1)　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2)　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、損益管理を合理的に行える事業単位によって資産グルーピングを行っております。ただし、遊休資
産及び処分予定資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。減損の兆候がある資産又は資産グル
ープについて、収益性の低下や時価の下落により回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
　回収可能価額は、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額としています。
　使用価値は、社内で承認された事業計画に基づく将来キャッシュ・フローを基礎として割引率により現在価値に割り
引いて算定しております。将来キャッシュ・フローには、過去の実績や将来予測等を反映しております。割引率は、加
重平均資本コストを使用しております。
　正味売却価額は、主として不動産鑑定評価等を基礎として、処分費用見込額を控除して算定しております。
　当連結会計年度における減損の兆候があった主な資産又は資産グループは以下の通りです。

　検討の結果、当連結会計年度において減損損失を計上しておりませんが、当該見積りは新型コロナウイルス感染症の
影響や将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受けるため、見積りに用いた仮定の見直しが必要になった場合
は、翌連結会計年度において減損損失を認識する可能性があります。

５．会計上の見積りの変更に関する注記
　当連結会計年度において、当社の本社移転の決定に伴い、移転後に使用見込みの無い固定資産について耐用年数を短縮
し、将来にわたり変更しております。また、移転前の不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務に係る資産除去債務について
も、原状回復費用及び使用見込期間に関して見積りを変更しております。
　この変更により、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は19百万円減少しております。
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(1) 投資有価証券に含まれる関連会社株式 1,724百万円

①　担保に供している資産
建物 147百万円
機械装置 0百万円
土地 534百万円

②　担保に係る債務
該当事項はありません。

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 81,180百万円
(4) 偶発債務

受取手形及び電子記録債権割引高 173百万円

６．追加情報
（取締役及び執行役員に対する株式報酬制度）
　当社は、当社取締役及び執行役員（社外取締役を除く。以下「取締役等」という）に対して、中長期的な業績向上と企
業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、株式報酬制度（以下「本制度」という）を導入しております。本
制度については、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みを採用しております。

(1)　取引の概要
　信託期間中、毎事業年度における役位及び業績目標の達成度等に応じて、取締役等に一定のポイント数が付与されま
す。一定の受益者要件を充足する取締役等に対して、当該取締役等の退任時に、付与されたポイント数の一定割合に相
当する当社株式が交付され、残りのポイント数に相当する数の当社株式については、信託契約の定めに従い、本信託内
で換価した上で換価処分金相当額の金銭が交付されます。

(2)　信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式は、信託における帳簿価額（付帯する費用の金額を除く）により、純資産の部に自己株式と
して計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末250百万円及び418,587株でありま
す。

７．連結貸借対照表に関する注記

(2) 担保に供している資産及び担保に係る債務

(5) 連結会計年度末日満期手形等
連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。
なお、連結会計年度末日が金融機関休業日であるため、当連結会計年度の末日を期日とする手形等が、受取手形に194
百万円、電子記録債権に569百万円含まれております。
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決　　議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2022年２月24日 取締役会 普通株式 991 11 2021年12月31日 2022年３月11日
2022年８月４日 取締役会 普通株式 1,351 15 2022年６月30日 2022年９月16日

計 2,343 26

イ．配当金の総額 1,622百万円
ロ．配当の原資 利益剰余金
ハ．１株当たり配当額 18円
ニ．基準日 2022年12月31日
ホ．効力発生日 2023年３月13日

８．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数に関する事項
　　　普通株式　　　90,396,511株
(2) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額

（注）１. 2022年２月24日の取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式に対する
配当金５百万円が含まれております。

２. 2022年８月４日の取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式に対する配
当金６百万円が含まれております。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
　2023年２月22日開催の取締役会において、以下の事項を決議する予定であります。

（注）2023年２月22日の取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式に対する配当
金７百万円が含まれております。

(3) 当連結会計年度末の株式引受権に係る株式の種類及び総数
　　　普通株式　　　40,000株

上記は、評価期間の業績指標に基づき交付するか否か及び交付する場合に株式数を決定する事後交付型業績連動型株式
報酬制度に係る株式数です。業績指標の結果に基づき40,000株以内で交付されます。

(4) 当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当連結会計年度末において該当する新株予約権はありません。
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９．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的
な余資は流動性が高くリスクの低い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しておりま
す。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業
を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、社内管理規程に従い、状況
により先物為替予約を利用してヘッジしております。
　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものに
ついては、為替の変動リスクに晒されておりますが、社内管理規程に従い、状況により先物為替予約を利用してヘッ
ジしております。
　社債及び長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。長期借入金の一部について
は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしておりま
す。
　デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、長
期借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引のほか、伸銅品事業における原
材料価格の変動リスクについては、リスク回避を目的とした商品先物取引を利用しております。なお、ヘッジ会計に
関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「１．連結計算書類
の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4) 会計方針に関する事項　⑥　重要なヘッジ会計の方法」
に記載しております。
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③　金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、経理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取
引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や担保取得及び取引
信用保険等による債権保全に積極的に取り組み、リスクの軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与
信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
　デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関等に限定しているため信用リスクはほとんど
ないと認識しております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社グループは、外貨建ての営業債権債務について、為替の変動リスクに対して社内管理規程に従い先物為替予約
を利用してヘッジしております。また、当社及び一部の連結子会社は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクを抑
制するために、金利スワップ取引を利用しております。
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。
　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規程に従い、担当部署が決裁
責任者の承認を得て行っております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループは、当社が運営するキャッシュ・マネジメント・システムによりグループの資金の効率化を図るとと
もに、当社の各部署・グループ会社の報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新し、手許流動性を維持
するなど流動性リスクを管理しております。
　さらに、当社は、短期の運転資金需要の発生に備え、当社取引銀行との間で短期借入金に関する特定融資枠（コミ
ットメントライン）契約を締結し、資金調達に係る流動性リスクに備えております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動
することがあります。
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連結貸借対照表計上額（＊3） 時　価（＊3） 差　　額
①投資有価証券
　　関連会社株式
　　その他有価証券

1,724
5,182

1,807
5,182

83
－

②社債 (30,717) (30,261) 455
③長期借入金 (5,346) (5,352) (5)
④デリバティブ取引(＊4) (7) (7) －

区　　分 連結貸借対照表計上額（百万円）
非上場株式 214

(2) 金融商品の時価等に関する事項
2022年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

(単位　百万円)

(＊1) 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」については、現金であること、及び
短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(＊2) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(＊3) 負債に計上しているものについては（　）で示しております。
(＊4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（　）で示

しております。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類して
おります。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券

その他有価証券
株式 5,182 － － 5,182

資産計 5,182 － － 5,182
デリバティブ取引

通貨関連 － 1 － 1
商品関連 － 5 － 5

負債計 － 7 － 7

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券

関連会社株式 1,807 － － 1,807
資産計 1,807 － － 1,807

社債 － 30,261 － 30,261
長期借入金 － 5,352 － 5,352

負債計 － 35,614 － 35,614

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１
の時価に分類しております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引のうち、通貨スワップ及び為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格に基づいている
ため、その時価をレベル２の時価に分類しています。商品先物取引の時価は、取引先から提示された価格に基づいてい
るため、その時価をレベル２の時価に分類しています。通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされてい
る長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

社債
　当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現
在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
　長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値
法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(1) １株当たり純資産額 1,002円69銭
(2) １株当たり当期純利益 95円35銭

(注) １. １株当たり当期純利益の算定上の基礎
親会社株主に帰属する当期純利益 8,549百万円
普通株主に帰属しない金額 －百万円
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 8,549百万円
期中平均株式数 89,663,099株

報告セグメント その他
（注） 合計

バルブ事業 伸銅品事業 計
日本 72,824 29,327 102,152 2,135 104,287
米州 16,696 － 16,696 － 16,696
欧州 3,758 － 3,758 － 3,758
中国 10,749 1,090 11,840 － 11,840
アセアン 11,338 1,360 12,699 － 12,699
インド 1,729 734 2,464 － 2,464
その他 8,091 － 8,091 － 8,091
顧客との契約から生じる収益 125,189 32,513 157,702 2,135 159,837
その他の収益 － － － 76 76
外部顧客への売上高 125,189 32,513 157,702 2,212 159,914

10．１株当たり情報に関する注記

２. 役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式
に含めております。（当連結会計年度　418,587株）
また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
（当連結会計年度　444,618株）

11．収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位　百万円)

（注）１. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ホテル及びレストラン事業等を含
んでおります。

２. その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入であります。
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当連結会計年度
（百万円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 29,905
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 32,890
契約資産（期首残高） 123
契約資産（期末残高） 646
契約負債（期首残高） 610
契約負債（期末残高） 815

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　当社及び連結子会社は、主にバルブの製造・販売及び伸銅品の製造・販売をしております。これらの製品の販売は、顧
客へ引き渡した時点で収益を認識しております。なお、国内販売については、出荷時から製品の支配が顧客に移転される
時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点において収益を認識しております。また、バルブのメンテナンス契
約や工事契約などについては、一定の期間にわたり充足される履行義務として、一定の期間にわたり収益を認識しており
ます。
　また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し及び顧客へ支払われる販売手数料等を
控除した金額で測定しております。
　取引の対価は、履行義務の充足時点から１年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産及び顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表上の「電子記録債権」及び「受取手形、売掛金及び
契約資産」に含まれています。契約資産は、主としてバルブのメンテナンス契約や工事契約など、一定の期間にわた
り履行義務が充足される契約において、報告期間の末日時点での進捗度に基づいて測定した履行義務の充足分と交換
に受け取る対価に対する権利のうち、顧客との契約から生じた債権を除いたものです。契約資産は、対価に対する権
利が無条件な状態となった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
　また、契約負債は、連結貸借対照表上の流動負債の「その他」に含まれています。契約負債は、契約の履行に先立
ち受領した対価であり、主にバルブの販売などにおいて支払条件に基づき顧客から受け取った前受金であります。契
約負債は、履行義務が充足されるにつれて収益に振り替えられます。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　当連結会計年度末において、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約はありません。なお、当初に予
想される契約期間が１年以内の契約であるものについては、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。ま
た、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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積立型制度の退職給付債務 5,404百万円
年金資産 △5,371百万円

33百万円
非積立制度の退職給付債務 518百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 551百万円
退職給付に係る負債 744百万円
退職給付に係る資産 △192百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 551百万円

期首残高 421百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 26百万円
時の経過による調整額 6百万円
見積りの変更による増減額 40百万円
資産除去債務の履行による減少額 △0百万円
その他の増減（△は減少） 5百万円
期末残高 500百万円

12．その他の注記
(1) 退職給付に関する注記

退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の
調整表

(注) 簡便法を適用した制度を含んでおります。

(2) 資産除去債務に関する注記
①　資産除去債務の概要

当社及び当社グループは主に、労働安全衛生法、石綿障害予防規則等が規定する建築物の解体時におけるアスベスト
の除去費用や事業所などの不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務等を合理的に見積り、資産除去債務を計上してお
ります。

②　資産除去債務の金額の算定方法
資産除去債務の見積りにあたり、対象資産それぞれの使用見込期間を見積り、割引率は主に2.520％を採用しており
ます。

③　当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

(3) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法

②　デリバティブ 時価法
③　棚卸資産

製品及び仕掛品 総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

原材料 移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定）

貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）
主として定率法
但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については、定額法を採用しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 繰延資産の処理方法
　社債発行費
　　支出時に全額費用として処理しております。
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(4) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
従業員賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当事業年度に帰属する金額を計上しております。

③　役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えて、事業年度の業績に基づき支給見込額を計上しております。

④　退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末
において発生していると認められる額を計上しております。

・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）
による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法
により費用処理しております。

⑤　役員株式給付引当金
株式交付規程に基づく取締役及び執行役員に対する将来の当社株式の交付に備えるために、当事業年度末における株
式給付債務の見込額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準
当社は、バルブの製造・販売を主な事業としております。
これらの製品等の販売については、製品等を顧客に引き渡すことを履行義務として識別しており、製品等の引き渡し時
点で顧客が当該製品等に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、顧客に製品等を引き渡
した時点で収益を認識しております。なお、国内販売については、出荷時から製品等の支配が顧客に移転される時まで
の期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売については、主にインコター
ムズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
販売した製品に係るメンテナンス業務や工事契約など、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務
の充足に応じて収益を認識しております。
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(6) ヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、借入金の金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合
は特例処理を、通貨スワップ取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を行っております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段：為替予約取引、金利スワップ取引、通貨スワップ取引
ヘッジ対象：外貨建債権債務、外貨建貸付金、外貨建借入金、貸付金利息、借入金利息

③　ヘッジ方針
為替予約取引については、外国為替変動リスクをヘッジする目的で実需の範囲内で実施しております。金利スワップ
取引は、借入金の金利上昇リスクのヘッジを目的とし、通貨スワップ取引は外貨建長期借入金の外国為替変動リスク
をヘッジする目的で、いずれも実需に伴う取引に限定し実施しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動
の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。但し、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重
要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺す
るものと想定することができる場合には、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であることを確認する
ことにより有効性の判定に代えております。

(7) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　退職給付に係る会計処理の方法

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なっておりま
す。

②　連結納税制度の適用
2003年３月期から連結納税制度を適用しております。

③　連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(2020年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への
移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に
係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、
繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
対応報告第42号  2021年８月12日）を適用する予定であります。
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２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を
当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受
け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項
に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転
される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。

(1）顧客に支払われる対価に係る収益認識
　従来、売上原価、販売費及び一般管理費として計上していた費用の一部及び営業外費用として計上していた売上割引に
ついて、顧客に支払われる対価として売上高から控除する方法に変更しております。

(2）代理人取引に係る収益認識
　顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は主に顧客から受け取る対価の総
額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に
変更しております。

(3）工事契約に係る収益認識
　従来、工事完成基準を適用しておりましたが、一定期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充
足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。
　履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）で算出しており
ます。期間がごく短い工事契約については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益
を認識しております。

(4）有償支給取引に係る収益認識
　有償支給取引において、支給品を買い戻す義務を負っている場合、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第104項
の取扱いを適用し、支給品の譲渡時に当該支給品の消滅を認識しております。
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　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当
事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加
減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、
当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡
及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前ま
でに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響
額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
　また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度よ
り「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示しております。

　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は125百万円減少し、売
上原価は259百万円増加し、販売費及び一般管理費は210百万円減少し、営業利益は174百万円減少し、経常利益及び税
引前当期純利益はそれぞれ３百万円増加しております。
　また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の
期首残高は６百万円増加しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等
を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　
2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来
にわたって適用することといたしました。これによる計算書類に与える影響はありません。
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関係会社株式評価損 －百万円
関係会社株式 29,054百万円（うち、Cephas Pipelines Corp.　653百万円）

３．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の計算
書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目
は以下の通りです。

(関係会社株式の評価）
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式の評価については、取得原価をもって貸借対照表価額としておりますが、当該株式の

発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、実質価額まで減額し、評価損を認識します。
当事業年度において関係会社株式評価損は計上しておりませんが、連結計算書類「連結注記表　４．会計上の見積

りに関する注記」に記載の通り、当社の子会社であるCephas Pipelines Corp.の固定資産について減損の兆候がある
ことから当該子会社の財政状態が悪化した場合は、翌事業年度において当該子会社株式に係る関係会社株式評価損を
計上する可能性があります。

４．会計上の見積りの変更に関する注記
　当事業年度において、当社の本社移転の決定に伴い、移転後に使用見込みの無い固定資産について耐用年数を短縮し、
将来にわたり変更しております。また、移転前の不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務に係る資産除去債務について
も、原状回復費用及び使用見込期間に関して見積りを変更しております。
　この変更により、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は19百万円減少しております。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 36,301百万円

㈱ホテル紅や 23百万円
㈱キッツエスシーティー 100百万円
Micro Pneumatics Pvt.Ltd. 5百万円
Cephas Pipelines Corp. 671百万円
Metalúrgica Golden Art's Ltda. 25百万円
　　　　計 826百万円

短期金銭債権 12,683百万円
長期金銭債権 3,676百万円
短期金銭債務 9,601百万円
長期金銭債務 5百万円

売上高 22,566百万円
仕入高 25,332百万円
販売費及び一般管理費 189百万円
営業取引以外の取引高 2,762百万円

５．貸借対照表に関する注記

(2) 偶発債務
下記の関係会社の借入金等に対する債務保証

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

(4) 期末日満期手形等
事業年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。
なお、当事業年度末日が金融機関休業日であるため、当事業年度の末日を期日とする手形等が、受取手形に95百万円、
電子記録債権に234百万円含まれております。

６．損益計算書に関する注記
関係会社との当事業年度中における取引高
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株式の種類 当事業年度期首株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数(株)
普通株式 753,976 66,393 123,245 697,124

賞与引当金 401百万円
退職給付引当金 63百万円
関係会社株式評価損 1,884百万円
投資有価証券評価損 133百万円
減損損失 485百万円
棚卸資産評価損 269百万円
その他 711百万円
繰延税金資産　小計 3,946百万円
評価性引当額 △2,688百万円
繰延税金資産　合計 1,258百万円

その他有価証券評価差額金 △741百万円
その他 △35百万円
繰延税金負債　合計 △776百万円
繰延税金資産の純額 481百万円

７．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

(注) １. 当事業年度の増加株式数66,393株は、取締役会の決議に基づく自己株式の買付による増加65,900株及び単元未満株式の買取
りによる増加493株であります。

２. 当事業年度の減少株式数123,245株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少64,297株及び役員報酬ＢＩ
Ｐ信託による当社株式の処分による減少58,948株であります。

３. 自己株式の当事業年度末株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式418,587株を含めております。

８．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

（繰延税金負債）
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属性 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)
割合

関係内容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科　目 期末残高
（百万円）役員の

兼任等 事業上の関係

子会社 東洋バルヴ㈱ 直接100％ 役員１名 当社販売先 製品の販売等 7,301 売掛金 687
子会社 台湾北澤股份有限公司 直接100％ 役員１名 当社仕入先 製品の仕入等 8,921 買掛金 1,619
子会社 KITZ（THAILAND）LTD. 直接  92％ － 当社仕入先 製品の仕入等 9,312 買掛金 1,310

子会社 ㈱キッツメタルワークス 直接100％ 役員２名 当社仕入先 資金の貸付 30,891 短期貸付金
長期貸付金

7,408
2,390

子会社 ㈱清水合金製作所 直接100％ 役員１名 当社販売先 資金の借入
配当金の受取

5,291
415 短期借入金 1,892

子会社 ㈱キッツエスシーティー 直接100％ 役員２名 当社仕入先 資金の貸付
配当金の受取

1,803
706

短期貸付金
長期貸付金

224
1,011

子会社 KITZ CORP. OF AMERICA 直接100％ － 当社販売先 製品の販売等
資金の借入

6,884
7,466

売掛金
短期借入金

1,573
1,739

(1) １株当たり純資産額 620円13銭
(2) １株当たり当期純利益 45円95銭

当期純利益 4,120百万円
普通株主に帰属しない金額 －百万円
普通株式に係る当期純利益 4,120百万円
期中平均株式数 89,663,099株

９．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

(注) １. 製品の販売及び仕入については、市場価格及び子会社の収益状況を勘案して一般の取引条件と同様に決定しております。
２. 配当金の受取については、業績動向を勘案して合理的に決定しております。
３ 資金の貸付に係る貸付利率及び資金の借入に係る借入利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
４. 資金の貸付及び資金の借入に係る取引金額は、資金の貸付額及び資金の借入額を示しております。
５. 関係会社の外部借入等に対する債務保証についての詳細は、「５．貸借対照表に関する注記 (2) 偶発債務」に記載しておりま

す。

10．１株当たり情報に関する注記

(注) １. １株当たり当期純利益の算定上の基礎

２. 役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式
に含めております。（当事業年度　418,587株）
また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

（当事業年度　444,618株）
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①　退職給付債務 △3,801百万円
②　年金資産 3,947百万円
③　未積立退職給付債務　　　①＋② 145百万円
④　未認識数理計算上の差異 81百万円
⑤　前払年金費用　　　　　③＋④ 227百万円

期首残高 217百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 13百万円
時の経過による調整額 3百万円
見積りの変更による増減額 40百万円
期末残高 275百万円

11．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「連結注記表　 11．収益認識に関する
注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

12．その他の注記
(1) 退職給付に関する注記

退職給付債務及びその内訳

(2) 資産除去債務に関する注記
①　資産除去債務の概要

当社は主に、労働安全衛生法、石綿障害予防規則等が規定する建築物の解体時におけるアスベストの除去費用や事業
所などの不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務等を合理的に見積り、資産除去債務を計上しております。

②　資産除去債務の金額の算定方法
資産除去債務の見積りにあたり、対象資産それぞれの使用見込期間を見積り、割引率は主に2.305％を採用しており
ます。

③　当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

(3) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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